
皆さんからの想いをカタチにする仕組み。町民の皆さんが考え、決める予算枠。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

種  類 内  容 募集期間 

わくわく 

アイデア 
事業 

▸ 地域の課題を解決する事業やまちづくりに有益となる事業を募集し

ます。 

▸ 採択された事業は令和 6 年度に行政が実施します。 

※【防災】【交通安全】【防犯】【広報】【子育て】【福祉】【保健】【商工】

【観光】【公園】【環境・ごみ】【文化・芸術】【スポーツ】など 

＜対象外事業は、次のとおりです＞ 
・町に決定権限がない（国や県などの許可が得られない）もの 
・法令や条例などに違反するもの 
・宗教または政治活動に関係するもの 
・既存の補助制度などの対象となるもの 
・過去に採択された事業と趣旨が同じであると認められるもの 

5 月 1 日(月)～ 

6 月 20 日(火) 

(必着) 

わくわく 

コラボ 
事業 

▸ 協働によるまちづくりの推進と多様化する行政ニーズや地域の課題

に対応するため、町民活動団体が自主的・自発的に町内で実施する

公益的なまちづくり事業（令和 6 年度内に完了できる事業）を募集

します。 

▸ 採択された事業は令和 6 年度に町民活動団体が実施し、行政からは

対象となる経費に対し全額（10/10）を補助します。 

※ 事業を行う際には、新型コロナウイルス感染症対策を行ってくだ

さい。 
＜対象事業は、次の要件をすべて満たしている事業です＞ 
・町民の福祉の向上や利益につながり、公益上の必要性が認められるもの 
・営利を目的としないもの 
・町内で実施され、主として町民を対象とするもの 
・町など（国や県、民間を含む）から別の補助金などを受けていないもの 
・事業計画（事業効果を含む）や収支予算が明確であるもの 
・当該団体の構成員のみを対象としないもの 
・過去にこの補助金で事業を実施した場合は、発展性のある内容であること 

5 月 1 日(月)～ 

7 月 14 日(金) 

(必着) 

※政策協働課で企画書の

書き方をご説明します。

事業計画段階からお早め

にご相談ください。 

種  類 応募のできる方 応募方法 

わくわく 

アイデア
事業 

▸ 町内に在住する町民または町民で組織する団体 

提出書類を政策協働課ま

で持参または郵送してく

ださい。 わくわく 

コラボ 
事業 

▸ 町内で活動を行なう町民活動団体で次の条件を満たすこと。 

 ・構成員が 5 人以上（うち半数以上が町内に在住など）。 

 ・団体の行なう活動が自主的・自発的・公益的であること。 

 ・宗教・政治（選挙）活動の目的のために事業を企画する団体で

ないこと。 

 

 

「住民税 1％町民予算枠制度」の財源は、前年度の個人住民税の 1％です。 
財源のうち、目安として 1/2 ずつがわくわくアイデア事業・わくわくコラボ事業に充てられます。 

■ 応 募 

■ 事業の種類 

 

阿久比町では、参画と協働でつくる、自立したまちづくりを進めています。町民皆さんの提案や公益的なま

ちづくり活動を支援する仕組みが「住民税 1％町民予算枠制度」です。 

阿久比町がもっと元気になる事業、節目の年にみんなが参加できる記念事業など、皆さんからの“熱い想

い”や“創意工夫”にあふれた企画・提案を待っています。 



 

 

 
 

種  類 審査基準 

わくわく 

アイデア
事業 

公益性・公共性 費用対効果 町民サービス・効果範囲 

緊急性・必要性 課題調整 課題解決 

具体性・創意工夫 
※わくわくアイデア事業は次の評価項目による予備審査（令和 5 年 7 月上旬）を行います。 
・町の施策との整合性・社会的な妥当性・提案内容の妥当性・町民生活または地域経済への貢献・町の財政効果・その他 

わくわく 

コラボ 
事業 

実施能力 具体性・実現性・創意工夫 町民サービス・効果範囲 

熱意（想い） 予算見積・費用対効果 課題解決 

公益性 課題調整 その他 

 

審  査 機関など 日程（予定） 

書 類 審 査 審査委員会 令和 5 年 8 月下旬 

公開ヒアリング審査 審査委員会 令和 5年9月 2日(土) 

結 果 発 表 各応募者と各団体に通知し、広報あぐいやホームページなどで公開します。  
令和 5 年 10 月 13 日

(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 審 査 

予備審査および審査委員会において審査を行い、採択する事業を選考します。 

審査にあたっては、内容を次の項目に基づいて評価を行います。 

審査の日程は次のとおりです。公開ヒアリング審査への参加は必須です。 

応募について詳しくは、5 月 1 日（月）から配布する募集要項をご覧ください 
「住民税 1％町民予算枠制度」の詳細について、分からないことや提案書・企画書記入のアドバイスなどのご相談は政策協働課まで 

阿久比町役場 政策協働課協働推進係 

〒470-2292 阿久比町大字卯坂字殿越 50 番地 

TEL：0569(48)1111 FAX：0569(48)0229 E-mail：kyodo@town.agui.lg.jp 

政策協働 2－2 

■ 採択後のスケジュール ■ 昨年度採択された事業の紹介 

わくわくアイデア事業（2 事業） 

▸ 給食献立コンテンツ作成事業 【学校教育課】 

▸ 阿久比の昔話復刻事業 【政策協働課】 

わくわくコラボ事業（8 事業） 

▸ 子どもたちのための音楽会『音楽だ～いすき』と町

制 70 周年記念「ペンタス クインテット」による弦

楽五重奏の演奏会 

▸ ロビーコンサート～♪憩のひとときをあなたに～ 

▸ 花サークル・くさぎ活動 

▸ 宮津区ふれあい事業～宮津菊花展～ 

▸ 植地区菊花展 

▸ 阿久比町地域猫活動『野良猫トラブルを減らそう』 

▸ あるある体験講座 夜空観察会 

▸ お雛さまと吊るし飾り展 

わくわくアイデア事業 

採択決定(10 月) 

わくわくコラボ事業 

採択決定(10 月) 

打ち合わせ・相談 

補助金事務説明会(2 月) 

 

必要に応じて提案者と 

事業担当課の打ち合わせ

(随時) 交付申請書の提出 

(令和 6 年 4 月) 

実績報告書の提出 

(事業終了後) 

補助金の交付 

決定額の 7 割まで概算払が可

能 

 

行政が事業実施 

(令和 6 年度) 

町民活動団体が事業実施 

(令和 6 年度) 

 

公開事業報告会(参加必須) 

(令和 7 年 4 月下旬予定) 


